
九州運輸局長

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

７－３７５
７－３７６
７－３７７
７－３７８

篠原　政行
座親　繁
林　敏幸

隈部　博行

福岡交通圏
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

７－３７９ 志賀　秀一 北九州交通圏
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車回送距離が２キロメートルを超える場合は、発車地点から２キロメートルの地点を
      距離制運賃の起算点とする。
　　　ただし、２キロメートル未満の回送料は収受しない。

◯遠距離割引の設定
　　　特定大型車：１５，０００円を超える部分につき１割引
　　　大　型　車：　９，０００円を超える部分につき１割引
　　　普　通　車：　９，０００円を超える部分につき１割引

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している満６５歳以上の者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車のための回送について適用する。　１回ごとに３００円

  なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定(変更)認可申請

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

令和８年２月１２日

  令和８年２月２５日までに、九州運輸局又は管轄運輸支局に提出されたい。
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九州運輸局長

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

  なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定(変更)認可申請

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

令和８年２月１２日

  令和８年２月２５日までに、九州運輸局又は管轄運輸支局に提出されたい。

７－３８０ 岩田　一志 久留米市
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

７－３８１
７－３８２
７－３８３

森園　仁司
肱元　健

坂下　国光
鹿児島市

【管轄運輸支局】
鹿児島運輸支局

◯遠距離割引の設定
　　　普　通　車：　９，０００円を超える部分につき１割引

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車回送距離が２キロメートルを超える場合は、発車地点から２キロメートルの地点を
      距離制運賃の起算点とする。
　　　ただし、２キロメートル未満の回送料は収受しない。

◯遠距離割引の設定
　　　特定大型車：１５，０００円を超える部分につき１割引
　　　大　型　車：　９，０００円を超える部分につき１割引
　　　普　通　車：　９，０００円を超える部分につき１割引

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

[ 5頁中 2頁目]



九州運輸局長

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

  なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定(変更)認可申請

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

令和８年２月１２日

  令和８年２月２５日までに、九州運輸局又は管轄運輸支局に提出されたい。

７－３８４ 久留米西鉄タクシー株式会社 久留米市
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

７－３８５
７－３８６
７－３８７
７－３８８
７－３８９
７－３９０
７－３９１
７－３９２
７－３９３

水本　愛
本田　徹郎
山田　美穂
山田　毅

松﨑　寛人
兼述　大地
丸尾　良一
岩﨑　公彦
山崎　晃

福岡交通圏
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

◯定額運賃の設定
　　・久留米市～福岡空港
　　　特定大型車：１３，１００円　大型車：１２，３００円　普通車：９，３００円

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車のための回送について適用する。　１回ごとに３００円

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

[ 5頁中 3頁目]



九州運輸局長

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

  なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定(変更)認可申請

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

令和８年２月１２日

  令和８年２月２５日までに、九州運輸局又は管轄運輸支局に提出されたい。

７－３９４
７－３９５

樋口　訓
村瀨　徳文

福岡交通圏
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

７－３９６ 田中　和洋 福岡交通圏
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車のための回送について適用する。　１回ごとに３００円

◯遠距離割引の設定
　　　特定大型車：１５，０００円を超える部分につき１割引
　　　大　型　車：　９，０００円を超える部分につき１割引
　　　普　通　車：　９，０００円を超える部分につき１割引

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

◯迎車回送料金の設定
　　　迎車のための回送について適用する。　１回ごとに３００円

◯遠距離割引の設定
　　　大　型　車：　９，０００円を超える部分につき１割引
　　　普　通　車：　９，０００円を超える部分につき１割引

◯公共的割引（運転免許証返納割引１割引）の設定
　　　運転免許証返納割引は、都道府県公安委員会より交付を受けた運転経歴証明書を
　　　所持している満７０歳以上の者で、運転経歴証明書を提示したものについて適用する。

[ 5頁中 4頁目]



九州運輸局長

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第３５号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

  なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を

申 請 概 要

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定(変更)認可申請

公 示

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

令和８年２月１２日

  令和８年２月２５日までに、九州運輸局又は管轄運輸支局に提出されたい。

７－３９７ 株式会社大靍交通 筑後市
【管轄運輸支局】

福岡運輸支局
◯迎車回送料金の変更
　　　迎車のための回送について適用する。　１回ごとに３００円

[ 5頁中 5頁目]


